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　地方財政の財政力格差を是正しつつ、財源
保障機能を果す財政調整制度は、日本では地
方交付税制度として導入されている。財政調
整制度は「第一次大戦の落し子」といわれる。
それは財政調整制度が第一次大戦後に最も民
主主義的な国家として称賛されるワイマール
共和国のもとで、1923年のエルツベルガー

（Matthias Erzberger）の改革として誕生した
からである。
　日本における財政調整制度の発展を眺めて
も、民主化を目指した「戦後改革」の一環と
してのシャウプ勧告にもとづいて1950年（昭
和25年）に導入された地方財政平衡交付金制
度が、1954年（昭和29年）に地方交付税制度
に改められて定着していく。こうしてみれば
容易に理解できるように、財政調整制度は民
主主義と不可分に結びついている。
　とはいえ、日本の財政調整制度にはシャウ
プ勧告にもとづく地方財政平衡交付金制度以
前に、前史がある。というのも、日本におけ
る地方財政調整制度の成立は、第二次大戦勃
発前夜の1940年（昭和15年）の抜本的税制改
革による地方分与税制度に求められるからで
ある。
　財政調整制度は「第一次大戦の落し子」と
表現される時には、「危機の時代」の産物とい
う意味を含んでいる。というよりも、財政調
整制度は国家統合の危機を克服するために誕
生する。ワイマール共和国における国家統合
の危機を克服するために導入されたが故に、
財政調整制度の導入の合言葉として、「ドイツ
は一つだ」が唱えられたのである。
　1940年の税制改革は戦時体制を確立するた
めの税制改革で、戦費調達を実現することと

ともに、国家統合が目指されたことはいうま
でもない。しかし、こうした戦時期における
財政調整制度の形成には、日本においても第
一次大戦後に民主主義が高揚したことと無関
係ではないことを忘れてはならない。
　第一次大戦後に日本で高揚した「大正デモ
クラシー」と呼ばれる民主主義運動では、地
租と営業税という国税を地方税に委譲せよと
いう「両税委譲」とともに、義務教育国庫負
担金の増額が掲げられていた。この義務教育
国庫負担金は財政調整を目的とした一般補助
金ではなく、個別補助金ではあったけれども、
実質的に財政力格差是正機能を果していたの
である。
　ところが、昭和恐慌で地方財政の財政力格
差が決定的になると、ドイツさらにはイギリ
スで既に導入されていた財政調整を目的とし
た一般補助金を、日本でも導入しようとする
動きが台頭してくる。
　1932年（昭和７年）には財政調整制度の導
入案として、内務省から「地方財政調整交付
金制度要綱案」が発表される。しかも、この
財政調整制度案の策定にかかわった内務官僚
の三好重夫が1933年（昭和８年）に『地方財
政改革論』を、永安百治も同年に『地方財政
調整論』を著し、財政調整制度の導入を巡る
気運が高まっていく。
　こうして1936年（昭和11年）に財政力格差
是正を目的とした臨時町村財政補給金が誕生
する。この補給金は対象が町村に限定されて
いたけれども、1937年（昭和12年）には府県
にまで拡大されて、臨時地方財政補給金とな
る。しかし、いずれにしても臨時的な制度で
あるうえに、財政需要は考慮せず、課税力の
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みを調整する制度にすぎなかったのである。
　この臨時地方財政補給金に代わって、1940
年に地方分与税制度が誕生する。地方分与税
は、還付税と配付税からなり、還付税は三収
益税（地租・家屋税・営業税）を徴収地に還
付し、配付税は所得税・法人税・遊興飲食税・
入場税の一部を財政調整的に分与する方式を
とっている。具体的には配付税は、２分の１
を課税力に反比例し、２分の１を財政需要に
正比例して配分することになっていた。つま
り、課税力だけではなく、財政需要をも考慮
した日本における本格的な財政調整制度の成
立ということができる。
　第二次大戦後になると、民主化にともなっ
て、1948年（昭和23年）に還付税は、地方税
へと移譲される。そのため地方分与税制度は、
地方配付税制度だけとなる。しかし、GHQ（連
合国軍最高司令官総司令部）には財政の専門
家がいなかったこともあって、財政調整制度
の本格的な改革は見送られていた。
　そこでGHQは1949年（昭和24年）に、シャ
ウプ使節団を招き、本格的な税財政改革に乗
り出すことになる。このシャウプ使節団の勧
告した報告書は、国税と地方税を含む抜本的
税制改革と、財政調整制度としての地方財政
平衡交付金の導入を二つの柱としていたので
ある。
　シャウプ勧告がそれまでの地方配付税の欠
点として指摘したことは、地方配付税では国
税収入の一定割合とされているため、総額が
変動し、国家財政の都合で、一方的に総額が
変更され、地方財政の安定性を損なうという
点にある。さらに地方配付税の地方自治体へ
の配分方法が、財政需要を的確に反映しない
という点を指摘していたのである。
　シャウプ勧告は自主財源主義にもとづいて、
地方税の充実を勧告したけれども、それに加
えて地方自治の充実を図るために平衡交付金
の導入を唱える。シャウプ勧告は補助金の廃
止を勧告したうえで、地方自治体が標準的行
政を実施するために、必要とする財政需要を

算定し、その算定額と地方税収入との差額は
平衡交付金で補償することを提唱する。つま
り、シャウプ勧告は平衡交付金制度の導入に
よって、地方財政の財政力格差是正とともに、
財源保障を実現するという典型的な財政調整
制度を提起したのである。
　地方財政の財政需要を見込んで財政調整に
必要な財源を確保するという発想は、地方自
治の基盤を確立するという意味で優れている
ことは間違いない。しかし、実際には大蔵省
と地方自治庁（1952年（昭和27年）からは自
治庁）との間で毎年度、地方財政平衡交付金
の所要額を巡って厳しい予算折衝を繰り返す
ことを余儀なくされた。そのため地方財政平
衡交付金は、1950年（昭和25年）度から４年
間続いたものの、総額決定を地方配付税のよ
うに、国税収入にリンクさせる地方交付税に
回帰する。しかし、地方交付税は配分方式に
ついては地方財政平衡交付金の方式を受け継
いでいる。したがって、総額決定において国
税収入にリンクさせるという地方配付税方式
を継承しつつ、配分方式で平衡交付金を受け
継ぐという両者のメリットを融合させる形態
を採ったということができる。
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